
令和 8 年 5 月 8 日 

身元引受人各位 

美 の 

      特別養護老人ホーム 美穂の里 

施設長  滝口 俊文 

面会者の年齢制限解除と飲食物の持ち込みについて 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より、当施設の運営に

ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、面会者の年齢制限（18 歳以下）と飲食物の持ち込みについて様々な状

況を考慮した結果、面会者の年齢制限と一部の飲食物の持ち込みの制限を緩和

させていただきます。内容は下記に記載いたしますので、ご確認をお願いいた

します。 

ご家族の皆様には大変ご不便をおかけいたしました。施設状況についてご理解

を頂き、今後ともご協力をお願いいたします。 

 

                記 

 【面会内容】 

 ・面会方法は直接面会となります。 

 ・面会場所は１Ｆロビーとなります。 

 ・面会時間は 1回 15分以内とし、人数は 3 名まで年齢制限はございません。 

 ・1日の面会は 4組までといたします。 

 ・面会時間の変更はございません。 

 ・面会の日時が決まったら事前に電話予約をして下さい。 

  ※電話予約可能時間（8：30～17：30）になります。 

 ※電話予約がない場合は面会を受け付けられません。なお直接面会の再開に

伴い、多数の予約が予想されますので、1利用者様に対して 1週間に 1度とさ

せていただきます。 

  

【面会時の飲食物の持ち込みについて】 

 ※下記に記載している飲食物のみとなります。（令和 8年 5月 11日より） 

 ※持ち込みの際は、入所者様の状態に応じて提供できないものも、ございま

すので職員へ事前にご確認をお願いいたします。 

 ・やわらかいお菓子類⇒カステラ、バームクーヘン、個包装の物 

 ・ソフト食類⇒プリン、ゼリー（果物が入っていないもの）、ヨーグルト 

 ・飲み物⇒乳酸菌飲料、栄養剤、施設内自動販売機での購入物 

 ・菓子パン⇒施設内自動販売機で購入物 

※感染症の状況により内容を変更する場合があります。 
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